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美郷町水道事業経営戦略 

 

秋田県仙北郡美郷町 

美郷町水道事業会計 

はじめに 

美郷町は平成の大合併秋田県第１号として平成１６年１１月１日に旧千畑町、

旧六郷町及び旧仙南村の２町１村が合併し誕生した。町村合併から１０年が経

過し、合併当時１０箇所あった簡易水道を６箇所に統合し、この間、施設統合に

より３箇所の浄・配水場を削減する等の経営効率化を図っている。 

 

第１ 経営の基本方針 

 平成２７年６月から旧町村別の料金を統一し、使用料収入の増加により経営

基盤の強化を図っている。平成２９年４月から６箇所の簡易水道を統合した上

水道への移行を予定していることから、今後も、経営の効率化を図りながら、安

全な水道水の安定供給及び住民生活や地域経済に必要不可欠なインフラとして

持続可能な経営に取組んでいく。 

 

第２ 計画期間 

 平成２８年度から平成３７年度まで１０年間 

 

第３ 投資・財政計画（別紙） 

 平成２９年度までに次のとおり設備投資を計画している。 

・千畑中央地区水道 取水場、浄水場の整備及び配水管の新設 

 ・六郷畑屋地区水道 配水管の布設替、取水井の増設 

 ・仙南中央地区水道 紫外線照射設備の導入 

 ・仙南東部地区水道 紫外線照射設備の導入 

 

第４ 効率化・経営健全化の取組 

 （１）組織、人材、定員、給与に関する事項 

    組織については、現体制を維持し、下水道部門との連携により業務の効

率化を図る。 

人材については、日本水道協会等で開催する講習会にて育成を図る。 

定員及び給与については、上水道移行に伴う事務量の増加が見込まれ

るものの、現状維持を基本としつつ、出来る限り抑制に努める。 

  



 

 

－ ２ － 

 

（２）広域化に関する事項 

    人口の減少傾向、家族構成の変化、節水意識の向上及び節水機器の普及

等により、水需要の構造が大きく変化しており、将来的に給水収益の減少

が見込まれている。広域化については検討の計画はないものの、今後、経

営が難しくなっていくことを認識し、隣接市や地域の広域化への機運の

情勢により、必要に応じて検討していく。 

  

（３）民間の資金・ノウハウの活用に関する事項 

    施設管理業務については一部外部に委託しているが、サービスの向上

や効率的な経営を目指し、外部委託可能な業務は積極的に民間に委託し

ていく。なお、平成２６年度から開始したコンビニ収納をＰＲして、水道

使用者へのサービス向上を図っていく。 

    資金については、安定経営を考慮し現行どおりとする。 

  

（４）その他の経営基盤の強化に関する事項 

町村合併時に１０箇所あった簡易水道を６箇所に統合し、現在、施設統

合に向けて整備事業を推進しているが、施設管理費の削減を目指し、更な

る施設統合が可能か検討していく。 

漏水調査を推進し、漏水解消に伴う有収率の増加を図り、経費削減に努

めていく。 

    水道料金の収納率の向上を図るため、税務課等と連携して滞納対策に

取組んでいる。督促や催告の他、戸別徴収を強化するとともに、悪質な滞

納者については、支払督促や給水停止する等、公平性及び公正性を確保し

ながら、経営基盤の強化に繋げていく。 

    旧町村別の料金体系から平成２７年６月に新町の統一料金に移行した

が、５年間で段階的に料金を統一することにしており、段階的な使用料収

入の増加が見込まれる。 

    中長期的な視点で経営状況や財務状況を把握し、これまで整備した資

産の効果的な活用を図るため、地方公営企業法の適用に向けた取組みを

推進し、経営基盤の強化に努める。 

 

（５）資金不足比率の見通しとその評価、地方財政法に定める資金の不足額が

ある場合にはその解消策 

    一般会計から必要資金を繰り入れているため資金不足は発生しないが、

今後も資金不足にならないよう、経営基盤の強化を図りながら、将来的に

は基準内繰入で収支均衡が図られるよう努める。 



 

 

－ ３ － 

 

 

（６）資金管理・調達に関する事項 

    資金調達については従来どおり一般会計からの繰入による。老朽管の

更新等の事業については、地方債を活用する。 

 

 （７）情報公開に関する事項 

    経営状況や財務状況については町ホームページや町広報にて、全戸に

情報を発信している。また、水質情報については、庁舎にて検査結果の閲

覧ができるよう整備しているなど、きめ細やかな情報発信に努めている。 

今後、上水道事業への移行に伴い更なる情報公開を図る。 

 

（８）その他重点事項 

   ５年に一度戦略の見直しを行い、適切な事後検証のうえ、更新を行う。 
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